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（参考）新旧対照表

○ 一部負担金の徴収猶予及び減免並びに保険医療機関等の一部負担金の取扱いにつ

いて

（昭和３４年３月３０日保発第２１号厚生省保険局長通知）

改正後（新） 改正前（旧）

第一 一部負担金の徴収猶予及び減免 第一 一部負担金の徴収猶予及び減免

一 （略） 一 （略）

二 一部負担金の減免 二 一部負担金の減免

（一） 保険者は、世帯主又は組合員が （一） 保険者は、世帯主又は組合員が

一の各号のいずれかに該当したこ 一の各号のいずれかに該当したこ

とによりその生活が著しく困難と とによりその生活が著しく困難と

なつた場合において必要があると なつた場合において必要があると

認めるときは、その申請によりそ 認めるときは、その申請によりそ

の者に対し、一部負担金を減額し の者に対し、一部負担金を減額し

、又はその支払若しくは納付を免 、又はその支払若しくは納付を免

除することができること。 なお 除することができること。 なお

、収入の減少の認定に当たつては 、収入の減少の認定に当たつては

、次の各号のいずれにも該当する 、次の各号のいずれにも該当する

世帯を対象に含むものとすること 世帯を対象に含むものとすること

。 。

① （略） ① （略）

② 世帯主及び当該世帯に属する ② 世帯主及び当該世帯に属する

被保険者又は組合員及び当該組 被保険者又は組合員及び当該組

合員の世帯に属する被保険者（ 合員の世帯に属する被保険者（

以下「世帯主等」という。）の 以下「世帯主等」という。）の

収入の額の合計額が生活保護法 収入の額の合計額が生活保護法

（昭和２５年法律第１４４号） （昭和２５年法律第１４４号）

の規定の適用があるものとして の規定の適用があるものとして

同法第１１条第１項第１号から 同法第１１条第１項第１号から

第３号までに掲げる扶助につい 第３号までに掲げる扶助につい

て同法第８条第１項の規定に基 て同法第８条第１項の規定に基

づき厚生労働大臣が定める基準 づき厚生労働大臣が定める基準

の例により測定した当該世帯主 の例により測定した当該世帯主

等の需要の額の合計額に１００ 等の需要の額の合計額に十分の

０分の１１５５（ただし、平成 十一を乗じて得た額（以下「基

３０年１月１日から同年９月３ 準額」という。）以下であり、

０日までの間については１０分 かつ、当該世帯主等の預貯金の
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の１１、平成３０年１０月１日 額の合計額が基準額の３箇月分

から平成３１年９月３０日まで に相当する額以下である世帯

の間については８８５分の９９

０、平成３１年１０月１日から

平成３２年９月３０日までの間

については８７０分の９９０と

する。）を乗じて得た額（以下

「基準額」という。）以下であ

り、かつ、当該世帯主等の預貯

金の額の合計額が基準額の３箇

月分に相当する額以下である世

帯

（二） （略） （二） （略）

三～六 （略） 三～六 （略）

第二 （略） 第二 （略）


